
平
成
二
十
五
年
十
二
月
四
日
提
出

質

問

第

一

二

〇

号

強
制
連
行
を
示
す
証
拠
は
な
か
っ
た
と
す
る
二
〇
〇
七
年
答
弁
書
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

赤

嶺

政

賢
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強
制
連
行
を
示
す
証
拠
は
な
か
っ
た
と
す
る
二
〇
〇
七
年
答
弁
書
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

私
は
、
「
強
制
連
行
の
裏
付
け
が
な
か
っ
た
と
す
る
二
〇
〇
七
年
答
弁
書
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
衆
質
一
八
三
第
一
〇

二
号
）
に
お
い
て
、
「
衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
安
倍
首
相
の
「
慰
安
婦
」
問
題
へ
の
認
識
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書
（
平
成
十
九
年
三
月
十
六
日
内
閣
衆
質
一
六
六
第
一
一
〇
号
）
」
（
以
下
、
「
二
〇
〇
七
年
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
に
関

す
る
安
倍
内
閣
の
認
識
に
つ
い
て
質
問
し
て
き
た
。
今
臨
時
国
会
に
お
い
て
も
、
「
強
制
連
行
を
示
す
証
拠
は
な
か
っ
た
と
す

る
二
〇
〇
七
年
答
弁
書
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」
（
衆
質
一
八
五
第
七
号
）
を
提
出
し
、
「
安
倍
内
閣
は
、
「
同
日
の
調
査
結

果
の
発
表
ま
で
に
政
府
が
発
見
し
た
資
料
」
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
収
容
所
に
収
容
さ
れ
た
女
性
を
軍
人
な
ど
が
売
春
を
さ
せ

る
目
的
で
慰
安
所
に
連
行
す
る
行
為
は
、
「
軍
や
官
憲
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
強
制
連
行
」
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
認
識
か
。
」
と

質
問
し
た
と
こ
ろ
、
「
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
五
年
六
月
十
八
日
内
閣
衆
質
一
八
三
第
一
〇
二
号
）
五
及
び
六
に
つ
い
て
で

お
答
え
し
た
と
お
り
、
政
府
の
認
識
は
、
衆
議
院
議
員
辻
元
清
美
君
提
出
安
倍
首
相
の
「
慰
安
婦
」
問
題
へ
の
認
識
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
三
月
十
六
日
内
閣
衆
質
一
六
六
第
一
一
〇
号
）
一
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答

え
し
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
」
（
内
閣
衆
質
一
八
五
第
七
号
）
と
の
答
弁
で
あ
っ
た
。

こ
の
答
弁
で
は
、
私
が
指
摘
し
た
「
同
日
の
調
査
結
果
の
発
表
ま
で
に
政
府
が
発
見
し
た
資
料
」
の
中
の
〔
法
務
省
関
係
〕

一



（
バ
タ
ビ
ア
臨
時
軍
法
会
議
の
記
録
）
の
う
ち
、
「
ジ
ャ
ワ
島
セ
ラ
マ
ン
所
在
の
慰
安
所
関
係
事
件
」
に
記
述
さ
れ
た
強
制
連

行
に
つ
い
て
、
安
倍
内
閣
は
、
「
二
〇
〇
七
年
答
弁
書
」
の
「
軍
や
官
憲
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
強
制
連
行
」
に
当
た
ら
な
い
と
認

識
し
て
い
る
と
解
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
ケ
ー
ス
が
「
軍
や
官
憲
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
強
制
連
行
」
に
該
当
し
な
い
と
な
る

と
、
そ
も
そ
も
、
ど
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
「
軍
や
官
憲
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
強
制
連
行
」
に
該
当
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
出
て

く
る
。
安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
は
、
二
月
七
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
「
さ
き
の
第
一
次
安
倍
内
閣
の
と
き
に
お
い

て
、
質
問
主
意
書
に
対
し
て
答
弁
書
を
出
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
安
倍
内
閣
と
し
て
閣
議
決
定
し
た
も
の
で
す
ね
。
つ
ま
り
そ

れ
は
、
強
制
連
行
を
示
す
証
拠
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
人
さ
ら
い
の
よ
う
に
、
人
の
家
に
入
っ
て
い
っ
て

さ
ら
っ
て
き
て
、
い
わ
ば
慰
安
婦
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
示
す
も
の
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
そ
こ
で
確
認
す
る
が
、
こ
の
安
倍
首
相
の
言
う
「
人
さ
ら
い
の
よ
う
に
、

人
の
家
に
入
っ
て
い
っ
て
さ
ら
っ
て
き
て
、
い
わ
ば
慰
安
婦
に
し
て
し
ま
っ
た
」
ケ
ー
ス
、
こ
れ
は
、
「
二
〇
〇
七
年
答
弁

書
」
の
言
う
「
軍
や
官
憲
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
強
制
連
行
」
に
あ
た
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


